
１４ 民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要 

≪司法書士法第 3 条第 1項第 7号の範囲内の紛争 弁護士助言措置なし≫ 

 

 

 
会員による持込又は電話

による問い合わせ 

利用説明（対 A） 
（センターの指定する日

時に本会へ来てもらう） 

説明【法 14 条関係】 運用規程 18 条 
説明者：事務長又は事務長より委嘱を 

受けた者（説明担当者） 
相談センター等による相談 
マニュアル 
 

A の申立受付 
埼玉司法書士会事務局 

【法６条８号、15 号関係】 
・手順、費用等の説明 運用規程 18 条 
・調停申立書の記入 運用規程 20 条 
・申立事務手数料 金 5,000 円（外税） 
（現金又は振込納付） 運用規程 40 条 

センター長の受理・不受

理決定 運用規程 22 条  
不受理 

申立事務手数料の返還 
運用規程 40 条 
 受 理 

事件管理者選任（事務長） 
運用規程 19 条 
原則 説明担当者を選任 
マニュアル  

事件管理者による相手方

B への通知 
運用規程 23 条 

【法６条９号、６号、1４条関係】 
・申立書写し、回答書及び説明書 
郵送（配達証明） 

 運用規程 23 条、７条 

B より拒否又は出席意思不表明 

利用説明（対 B） 
運用規程 24 条、18 条 
 

相談センター等による相談 
マニュアル 
 

応 諾 
 

終了 運用規程 24 条 
 

手続の進行 
【法６条７号関係】 
運用規程 31 条～38 条 

資料の取扱い 
【法６条 10 号関係】 
運用規程 46 条～53 条 

【法６条８号関係】 
手続実施依頼書提出 
運用規程 24 条 

手続実施者選任 
（センター長） 
手続実施者、調停期日及

び開催場所の通知 
（事件管理者） 
運用規程 25 条 
 

【法６条２号、３号関係】 
設置規則 11 条、12 条 

 運用規程 14 条～16 条、26 条～

29 条 

・実質的支配者等による不当影響の 
排除 

【法６条４号関係】 運用規程 17 条 

第１回期日 
調停場所 運用規程 30 条 

【法６条１５号関係】 
・期日手数料 金 2,000 円（外税） 
（現金又は振込納付） 
 運用規程 40 条 
 

（第２回期日） 

（第３回期日） 

和解成立による終了（和解

契約書作成、A・B へ交付

又は送付）運用規程 38 条 
 

当事者による手続の終了 
（A・B へ通知） 

センター又は手続実施者によ

る終了（A・B へ通知） 
 

【法６条 12 号、６号関係】 
運用規程 35 条、７条 

【法６条 13 号、６号関係】 
運用規程 36 条、37 条、７条 【法６条６号、15 号関係】 

運用規程７条、40 条 

説明担当者案件審査 


